
響組オリジナル曲お清めの意味を持つ「八咫鏡」を披露�
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待
望
の
鏡
石
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
社

会
実
験
が
９
月
14
日
（
金
）
正
午

か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
社
会

実
験
は
、
東
北
自
動
車
道
鏡
石
Ｐ

Ａ
を
活
用
し
、
自
動
料
金
シ
ス
テ

ム
（
Ｅ
Ｔ
Ｃ
）
専
用
の
出
入
り
口

を
設
け
る
も
の
で
す
。�

　
国
な
ど
の
関
係
団
体
で
構
成
さ

れ
る
鏡
石
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
社
会
実

験
協
議
会
（
会
長:

木
賊
町
長
）
で

は
、
今
後
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
恒
久
設

置
に
向
け
た
様
々
な
検
討
を
行
う

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。�

　
実
験
は
、
社
会
実
験
と
し
て
は

初
め
て
の
24
時
間
体
制
で
来
年
３

月
31
日
（
予
定
）
ま
で
行
わ
れ
、

そ
れ
ま
で
の
期
間
中
、
利
用
状
況

や
地
域
住
民
の
利
便
性
向
上
な
ど

の
効
果
を
調
査
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
鏡
石
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
が
恒

久
設
置
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の

利
用
台
数
が
鍵
と
な
り
ま
す
。
み

ん
な
で
積
極
的
に
鏡
石
ス
マ
ー
ト

Ｉ
Ｃ
を
利
用
し
、
社
会
実
験
を
成

功
さ
せ
、
恒
久
設
置
へ
導
き
た
い

も
の
で
す
。�

����

　
社
会
実
験
開
始
日
に
は
鏡
石
Ｐ

Ａ
下
り
線
側
に
お
い
て
、
午
前
11

時
か
ら
開
始
式
が
開
催
さ
れ
、
関

係
者
約
80
名
が
出
席
し
ま
し
た
。�

　
式
で
は
、
木
賊
町
長
が
「
地
域

活
性
化
や
ま
ち
づ
く
り
へ
の
振
興

に
期
待
し
て
い
ま
す
。
実
験
を
成

功
に
導
き
、
恒
久
化
を
目
指
し
ま
す
。」

と
あ
い
さ
つ
し
ま
し
た
。
ま
た
、

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
鏡
踊
爛

會
太
鼓
隊
「
響
組
」
に
よ
る
太
鼓

の
演
奏
が
披
露
さ
れ
、
開
始
式
を

大
い
に
盛
り
上
げ
ま
し
た
。
続
い
て
、

関
係
者
を
代
表
し
て
、
木
賊
町
長

ら
９
名
が
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
。
新
た

な
高
速
交
通
の
幕
明
け
と
な
る
社

会
実
験
の
開
始
を
祝
い
ま
し
た
。�

　
社
会
実
験
開
始
時
刻
の
正
午
に
は
、

初
め
て
の
利
用
者
へ
「
第
１
号
利
用
」

の
証
明
書
が
交
付
さ
れ
、
上
下
線

合
わ
せ
て
先
着
利
用
１
０
０
台
に

は
町
の
ブ
ラ
ン
ド
米
で
あ
る
「
牧

場
の
し
ず
く
」
や
き
ゅ
う
り
な
ど
、

町
の
有
名
地
場
産
品
が
贈
ら
れ
ま

し
た
。�

　
町
の
長
年
の
夢
だ
っ
た
Ｉ
Ｃ
が

設
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
地
域

が
活
性
化
さ
れ
、
ま
ち
づ
く
り
振

興
に
役
立
つ
も
の
と
関
係
者
か
ら

熱
い
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。�

【
概
　
要
】�

　
平
成
19
年
４
月
１
日
以
降
に
Ｅ

Ｔ
Ｃ
車
載
器
を
新
た
に
購
入
・
設
置
・

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
し
、
次
の
対
象
条

件
を
満
た
し
た
方
に
対
し
て
、
５，

０
０
０
円
（
た
だ
し
、
５，

０
０

０
円
未
満
の
場
合
は
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車

載
器
の
購
入･

設
置･

セ
ッ
ト
ア
ッ

プ
に
要
し
た
額
が
上
限
）
の
補
助

金
を
交
付
し
ま
す
。�

�

【
対
　
象
】�

　
対
象
と
な
る
の
は
、
次
の
１
〜

４
の
条
件
を
満
た
し
た
場
合
で
す
。�

１．

鏡
石
町
に
住
民
登
録
（
外
国

人
登
録
を
含
む
）
し
て
お
り
、
町

税
等
に
未
納
が
な
い
方
及
び
事
務
所
・

事
業
所
を
有
す
る
法
人
等�

２．

平
成
19
年
４
月
１
日
以
降
に

Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
載
器
を
新
た
に
購
入
・

設
置
・
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
し
た
方
。�

３．

社
会
実
験
開
始
後
に
鏡
石
ス

マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
を
３
回
以
上
利
用
し

た
方
。�

４．
個
人
に
対
す
る
補
助
は
１
世�

帯
当
り
３
台
限
り
と
し
、
法
人
に

対
す
る
補
助
は
１
事
務
所
又
は
１

事
業
所
当
り
３
台
限
り
と
な
り
ま
す
。�

�

【
申
請
に
必
要
な
書
類
】�

・
補
助
金
交
付
申
請
書�

・
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
証
明
書
の
写
し�

・
自
動
車
車
検
証
の
写
し�

・
Ｅ
Ｔ
Ｃ
利
用
証
明
書
ま
た
は
、

　
利
用
し
た
事
が
わ
か
る
も
の�

・
代
理
申
請
す
る
場
合
は
、委
任
状�

※
受
付
時
に
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
載
器
を

購
入
・
設
置
・
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
し

た
領
収
書
等
が
必
要
に
な
り
ま
す

の
で
大
切
に
保
管
し
て
下
さ
い
。

補
助
金
交
付
申
請
は
役
場
都
市
建

設
課
の
窓
口
に
あ
り
ま
す
。�

�

◎
問
い
合
わ
せ
先�

鏡
石
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
社
会
実
験
協�

議
会
（
事
務
局
　
町
都
市
建
設
課
）�
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須
賀
川
警
察
署
管
内
の
交
通
死

亡
事
故
が
７
月
か
ら
増
加
傾
向
を

示
し
て
い
ま
す
。
昨
年
と
比
較
し

た
交
通
事
故
件
の
発
生
件
数
は
、

お
よ
そ
３
倍
増
と
な
る
な
ど
非
常

に
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。�

　
飲
酒
運
転
の
根
絶
に
向
け
た
飲

酒
運
転
の
罰
則
強
化
を
柱
に
し
た

改
正
道
路
交
通
法
が
９
月
19
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
改
正
道
交

法
で
は
、
酒
酔
い
運
転
の
罰
則
を
、

３
年
以
下
か
ら
５
年
以
下
の
懲
役

へ
改
正
す
る
な
ど
厳
し
く
引
き
上

げ
る
も
の
で
す
。�

　
ま
た
、
悪
質
・
危
険
運
転
者
対

策
と
し
て
、
同
乗
者
へ
の
飲
酒
運

転
ほ
う
助
行
為
な
ど
の
罰
則
強
化

も
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
。�

　
東
北
自
動
車
道
鏡
石
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
（
Ｐ
Ａ
）
を
活
用

す
る
鏡
石
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
Ｉ
Ｃ
）
社
会
実
験

が
９
月
14
日
（
金
）
正
午
か
ら
、
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
同
日

午
前
11
時
か
ら
は
関
係
者
約
80
人
が
出
席
し
、
開
始
式
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
社
会
実
験
と
し
て
は
、
県
内
で
初
め
て
の
24
時
間

利
用
の
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
と
し
て
、
実
験
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
こ

で
は
、
新
た
な
高
速
交
通
の
幕
明
け
と
な
っ
た
社
会
実
験
開
始

式
の
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。�

24
時
間
体
制
で
恒
久
化
へ
の
実
験
開
始�

「
清
め
」の
太
鼓
で�

　
　
　
テ
ー
プ
カ
ッ
ト�

出口利用:白河市在住の女性�

利用台数グラフ�

　新聞で社会実験開始の記
事を見て来てみました。ま
さか第1号の利用になると
は思いませんでした。これ
から利用したいと思ってい
るので、下見に来ました。�

入口利用:岡ノ内在住男性�
　午前10時から並びました。
最近、ＥＴＣを取り付けた
ばかりで、せっかくの機会
なので、須賀川まで利用し
たいと思っています。�

利用者第１号の
声�

Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
載
器
の
購
入
に
は
補
助
金
の
利
用
を

Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
載
器
の
購
入
に
は
補
助
金
の
利
用
を�

Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
載
器
の
購
入
に
は
補
助
金
の
利
用
を�

飲
酒
運
転
へ
の�

罰
則
が
強
化
さ
れ
ま
し
た�

参考写真：ETC車載器�

飲酒運転ほう助行為�

罰則整備�
●車、酒の提供を罰則化�
●同乗することも禁止�

酒気を帯びている者で飲酒運転を�
行うおそれがあるものに対し�

車輌を提供する� 酒類を提供する�

運
転
者
本
人
が�

酒酔い運転
の場合�

車輌の運転者が酒に酔っ
た状態にあることを知り
ながら�

自己の運送の要求・依頼をしてその車輌に同乗する�

車輌の運転者が酒気を帯
びていることを知りなが
ら�

3年以下の懲役または
50万円以下の罰金�

2年以下の懲役または
30万円以下の罰金�

5年以下の
懲役または
100万円以
下の罰金�

3年以下の
懲役または
50万円以下
の罰金�

酒気帯び運
転の場合�
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